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事業内容・目

標達成状況

の振り返り

償還の一部免除制度を申請する者が増加しており、若者のＵターン促進策に寄与していると思料する。

改革改善

の考え方

①問題

点

経済低迷が続く中、償還が滞る者がいる。

償還の一部免除制度が若者の定住促進にどの程度寄与しているかを数値で把握する必要がある。

②改革

提案

償還時における物的担保を確保して償還が滞ることのないようにする。

償還の免除者に対するアンケートを実施する。

総事業費①+② 36,188 35,467 36,573

人件費計（千円）② 2,861 2,861

36,667

正規職員所要時間 800 800

臨時職員所要時間

一般財源 19,603 20,787 19,972

その他 13,724 14,680 13,740

起債

県支出金

国庫支出金

事業費計（千円）① 33,327 35,467 33,712 36,667 （そ）奨学資金貸付寄附金6,000千円

　　　奨学資金貸付金回収金7,740千円

25年度予算額 特定財源内訳、補足

15,880

20,787

事業コスト 23年度決算額 24年度予算額 24年度決算額

24

年

度

事

業

内

容

１　経済的理由による修学困難者への奨学資金貸与

（１）大学生等（大学院含む）は月額３万円、高校生は月額１万円

２　民間３育英会と共同した奨学金制度の推進

（１）申請者情報の斡旋

３　平成20年４月以降の償還開始者（平成19年３月以降の大学等卒業者）

のうち、条件に適合する申請者は奨学金償還の一部を免除

（１）償還の減免金額は年間償還額の1/3以内（上限６万円／年）

（２）民間３育英会にも本制度を適用し相当額を飯田市が原資補填

（３）飯田市の奨学生は債権消滅扱い

（４）年度内の民間育英会償還一部免除者は33人（継続25人、新規８人）

（５）飯田市の一部免除者は14人(継続10人、新規４人）

飯田市奨学金申請者

　 大学生等

   高校生

当該年度新規貸与者

　 大学生等

　 高校生

償還の一部免除による民間育英会

への原資補填

45人

 ５人

45人

 ５人

1,550千円

事業内容 名称 活動指標

事

業

概

要

１　高等教育機関等（大学院､大学､専修学校､高校）における修学困難者への奨学資金貸与

（１）毎年４月に募集、５月の貸与審査委員会を経て貸与者を決定

（２）民間３育英会の奨学金貸与者については、審査委員会での申請者情報を飯田市が斡旋し、各育英会の理事会で決定

（３）貸与額は、高校生月額１万円、大学生等月額３万円（民間育英会は独自の貸与額にて対応）

２　平成20年４月以降の償還開始者のうち、帰郷者については償還について一部免除制度を設置

（１）償還の減免金額は年間償還額の1/3以内（上限６万円／年）、市の財務処理としては債権消滅扱い

（２）償還についての一部免除制度は民間育英会にも適用

（３）民間育英会制度による償還の一部免除適用者については、基金原資の減額分を飯田市が補助金にて交付

３　平成19年度から貸与月額を3万円に引き上げるとともに対象範囲を大学院生まで拡大

目

標

種別 24年度実績 25年度計画

定性

目標

飯田市民が奨学金制度によって高等教育機関等で教育を受けられる

Uターン支援制度によって若者定住を促す

成果

指標

飯田市及び民間3育英会奨学金を受けた者のうち償還の

一部免除者（人）

46 47 57 60

50 50 50

指標名及び単位 24年度計画

成果

指標

飯田市（市内民間育英会を含む）の奨学金制度適用者

（人）

50

28年度見込み

奨学金制度利用申請者（人） 50

意図（どういう状態

にするか）

教育の機会均等を図ることで、こころ豊かな人づくりに資

する

飯田市へ就職する動機付けとする

償還の一部免除者（人） 47向上させたい上位施

策の成果指標

奨学金を貸与している高校生及び大学生等の数

償還の一部を免除する者の数

備考（指標変更など）

目

的

対象（誰・何を）

経済的理由による修学困難者

奨学金受給後飯田市へ帰郷した者

対

象

指

標

指標名及び単位 24年度数値

施策 23 高等教育の充実

基本計画上

の位置づけ

政策 2 地育力によるこころ豊かな人づくり

課等名 学校教育課 係等名 総務係

事業種別 政策 開始 S37 終了

事務事業名

会計 一般会計

奨学金貸与事業

23 事業№ 46 43平成24年度事務事業実績評価表【政策・経常共通】 政策№ 2 施策№


